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自然災害等非常時における授業の取扱いについて（通知） 

 

 これまで、台風接近時に川内北キャンパス（Ａ・Ｂ・Ｃ棟、マルチメディア教育研究棟など）で実施す

る授業については、台風の予想進路や公共交通機関の運行状況等を踏まえて、休講の判断をしているとこ

ろですが、自然災害が増加していることに鑑み、本学が実施する授業全てについて、今後は下記のとおり

取り扱うこととしますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

 Ⅰ．休講の決定 

Ⅰ－１ 理事・副学長（教育・学生支援担当）は、Ⅱ．に定める基準により、本学が実施する授業

の全てを休講とすることを決定する。 

    なお、Ⅱ．に定める基準となることが事前に想定される場合は、Ⅱ．の状態となることが

想定される期間における休講を、事前に決定することができる。 

Ⅰ－２．上記の決定のほかに、授業を実施する部局の長は、学生の安全確保のために必要がある時

は、当該部局の授業について休講とすることができる。 

 

 Ⅱ．休講措置の基準 

   Ⅱ－１ 仙台市又は仙台市を含む地域において、次の①～③のいずれかに該当する場合 

①『避難準備、高齢者等避難開始（警戒レベル３）』以上の避難勧告が発令されている場合 

②『特別警報』が発表されている場合 

③大雨警報、洪水警報、暴風警報、暴風雪警報、大雪警報（以下、「各種警報」という。）のい

ずれかが発表され、かつ仙台市地下鉄が全面的に運転を見合わせている（運休を含む）場合 

Ⅱ－２ Ⅱ－１のほかに、理事・副学長（教育・学生支援担当）が、学生の安全確保のために休講

とする必要があると判断した場合 

 

 Ⅲ．休講の周知 

Ⅲ－１ Ⅰ－１により休講を決定した場合、教育・学生支援部は各部局（学部・研究科）へ速やか

に決定内容を通知するとともに、学務情報システム、大学ウェブサイトにおいて決定内容を

周知する。 

Ⅲ－２ 各部局（学部・研究科）は、決定内容を各部局ウェブサイト等において周知するとともに、

適切な方法により授業担当教員へ連絡する。 

 

  参考：本通知における「自然災害」とは、被災者生活再建支援法 2条 1号に定める「暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地

震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害」のことをいいます。 

 



（参考資料）段階的に発表される防災気象情報と対応する行動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（気象庁ウェブサイトより https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/alertlevel.html ） 


